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一一一~i倫理綱領ドーー一一一一
我々会員は、不動産の重要性と専門家としての社会的使命を強く自覚し、ここに倫理綱

領を制定し、その実践を通して、国民の信託にこたえることを誓うものである。� 

JI l. 我々会員は、匡� |民のi1・lliな財産を託された者としての誇りと責任をもって社会に貢献する。
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望塁雪竺〉 く雪翼民

平成30年度不動産消費者セミナーを開催


~テレビでおなじみの辛坊治郎氏より講演~


当日の模様

平成30年度不動産消賢者セミナーが去る� 2 J:'J17日午後� 111奇30分よ り、奈良市の「なら100年会館Jに

て開催されました。今回は、各種テレビ番組でおなじみのキャスター辛坊治郎氏を講師にお招きし、 「ど

うなる日本!~経済、社会、不動産、未来を読み解く ~J をテ ーマに講演頂きま した。

本セミナーは、広く 一般消費者への宅地建物取引に|刻する知識の普及 ・啓発を目的に実施しているも


ので、約350名の方々にご参加頂きました。


古川広報啓発委員に よる司会のもと、� 111内広報啓発委員長より 、「本日は広報活動の一環と して、セ


ミナーを開催させて頂いた。今回のセミナーが皆様のお役に立てば幸い」と� 1
m会のあいさつ。

続けて登壇した吉村会長より 、「本会は、約810の業者が加盟する団体で、人々が生活するうえで必要

な住まいに携わる専門家として、消費者と地域社会からの信頼に応えるべく 日々取組みを進めている。

今後と も当協会を宜しくお願いしたい。」と力強く語りかけました。

講演に入り 、 大きな拍手に迎えられ登壇した辛坊氏は、「どうなる日本 l~経済、 社会、 不動産、 未

来を読み解く ~J について様々な観点から語られました。

昨今、将来が不安視されている年金制度について、複雑な仕組みを分か り易く解説されるとともに、

医療分野においては、今や� 2人に� 1人がかかるとされるガンについて画期的な新薬の開発が進んでいる

一方、� I P S細胞により新たな医療の可能性が秘められていると強調。医療技術の進歩により 、これか

らの日本は長寿社会を迎えるものの高齢者を支える現役世代の負担の増加等、国の財政問題について言

及。締めくくりに、このような長寿社会への備えとして不動産の運用も一法と し、奈良は今後一層注目

される魅力的な地域になるだろうと語られました。人IIJ)I床溢れる語り口に引き込まれるあっという問の 

90分でした。

最後に、木村広報啓発副委員長より 、「今後も皆様のためになるセミナーを開催していきたい。また、

不動産のご相談についてはハトマークのお庖へお声掛け下さい」との閉会のあいさつがあり ました。

また、当日実施しました参加者からのアンケー卜では、テレビでなく生の声で本音から語って下さり、

興味深かった、分か り易くためになった、も っと勉強しなければと痛感したなどのご感想のほか、不動

産は法律知識の有り無しで相続・譲渡が左右されるので十分啓蒙して欲しいとのご要望等、多数のご意

見 ・ご感想、が寄せられました。



平成30年度第2回相談業務委員研修会を開催

~弁護士柴田龍太郎氏による講演~


平成30年度の第 2回相談業務委員研修会が、去る 1月21日(月)、奈良県宅建会館 3階会議室におい

て|羽{itされました。

今回は、前:師に弁護士の柴田龍太郎氏にお越しいただき 、llLi抗担保責任と契約不適合責任についてご

講話1いただきました。 

T院抗担保安任を契約の内容に適合しないj必

合の売主の責任(契約不適合責任)に改めら

れる改正民法について、新旧i 1 11 ]1立を比較しな

がら説明いただくとともに、今後スタンダー

ドになると言われている特約 ・容認事項例に

ついても複数触れて頂き有意義な研修会とな

りました。

今後とも、 相談業務委員一問、相談業務の

充実と円滑な案件処理に努めてまいりますの

で、会員の皆様方には相談業務に対して一回

のご協力をお願い致します。 柴田講師 研修会の模様

平成30年度新規宅建業者研修会を開催

~資質向上目的に、今年度は29会員受講!!~


去る 2月 8日(金)、奈良県宅建会館 31帯会議室において、平成30年度の新規宅建業者研修会が長時間、

熱心に 1~ f.l1 mされました。

この研修会は、宅地建物取引業法64条の 6(宅地建物取引業に|刻する研修)の規定に基づき開催して

おり、健全かつ適正な宅建業界を目指して行われています。

また、入会誓約内容に基づき 、協会に新たに入会された会員は必ず受講していただくこととなってお

り、本年度は29会員が熱心に受講いただ‘きました。

なお、研修会の内容及び講師については以下の通りです。 

① (公社)近畿圏不動産流通機構 (レインズ)と媒介契約11 11 J度について(協会事務局 ・三谷)

②宅地建物取引業のあらまし (奈良県県土マネジメン ト部まちづくり推進局建築安全推進謀総務宅建係 ・阪本係長)

①不動産広告の出し方 (協会研修指導委員会 ・仲山委員長)

④賃貸住宅管理業について(協会 ・島田理事)

阪本係長 仲山委員長 島田理事 会場の模様

円
〆臼



日 (月 )に実態調査を行いました。

無作為に選定を行っています。

本調査の結果、規約違反が判明 した事業者については、 (公社 )近織地区不動産公正取引協議会が、

賃貸物件広告の実態調査(奈良県下)について 
-4 3名で 物件を綿密に調査~

2 18 25本年度の宮民合同による賃貸物件広告の実態調査につきましては、 月 日 (月)に事前審査会、 

本調査は毎年、各都道府県単位で、不動産の広告表示が事実どおりであるか、不当表示がないか等を

111確認するもので、賃貸物件 (特にインターネッ ト広告・ 学生向け 苫マンションの類など )の適正な広

告表示の推進及び消費者の不動産業界に対する信頼の向上を主旨に笑施しています。

4 3奈良県では、計 名の調査員で 物件を調査しました。調査対象物件は事前に収集した広告の中から

所属団体と緊密な連携を取 りつつ、違反の内容、程度によっ ::ÖiiiiII~唱-

(公

~奈良市違反広告物撤去活動を実施~ 

3 8 3月 日 (金 )、奈良地区 ・酋奈良地区の担当役員がメンバーとなって、本年度 回目の奈良市違反

2 ir1jl広告物撤去活動を実施しました。今回は、大宮通りを境にして北部 ・南部に分かれて 班体  にて巡回

電柱への貼り札が多数見受けられたほか、回収できない大型の立看板については、市へ通報しご対応

ては注意 ・警告 ・違約金諜徴などの拍 1丘を行い、また、違反

の再発防止のため研修会の受講を H乎び掛け、不当表示の是正

及び消費者の保護を図ります。

今後とも、不当表示のない適汗ーな広告表示に努められます

ようお願いします。

最後に、本年度の調査にご参加、ご協力いただきました 

社)全日本不動産協会奈良県本部、奈良県県土マネジメン卜

部まちづくり推進局建築安全推進謀総務宅建係の皆さまに感

謝の立を表し、厚くお礼申し上げます。 広告を精査する調査員

古都奈良・美守り隊


しました。

いただきました。

今後も定期的に撤去活動を実施していく予定です。

撤去活動の模様 電柱への貼り札広告

円
〈
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平成30年度第6回理事会・幹事会報告


第6回理事会 ・幹事会が2月12日� (火� )、奈良県宅建会館にて開催されました。

[報告 事 項]

。平成� 30年度会費納付状況について

納付率98.7%との報告がありました。

。協会版ハトマーク ビジョン策定の進捗状況について

会員等への周知用に取りまとめたビジョン案について報告がありました。� 

O第7回理事会 ・幹事会等開催日程について

下記のとおり開催日程の報告がありました。

-平成30年度第� 7回理事会 ・幹事会コ平成�  31年� 3月19日(火)ホテル日航奈良にて

。奈良市並びに桜井市における空き家対策に関する協定書の締結について

空き家等に� |期する対策を推進するため、奈良市並びに桜井市との協定締結について報告がありました。� 

Oその他

①会長 ・副会長 ・専務理事の職務執行状況の報告がありました。

②県の公益法人立入検査の結果について報告がありました。
 

[決議事 項1
 
0新規入会者の承認に関する件


正会員 (本庖) 5件、準会員 (支庖� ) 5件の入会が承認されました。
 

-会員数� : 891 [正会員(本庖) : 810、準会員 (支庖) : 81] ※� l月31日現在


。201 9年度 (平成� 3 1年度)定時総会の開催に関する件


総会開催日程等について、下記のとおり承認されました。


開催日� 2019年� 5月23日(木)13時30分� ~


会場ホテル日航奈良 


。保証協会奈良本部平成� 3 1年度事業計画(案)並びに収支予算 (案)に関する件

事業計画(案)並びに収支予算(案)について、原案どおり承認されました。

予備費の支出内容について質問があり、予算計上しているものの、使用目的は定めていないとの回答がありました。� 

Oその他� 

① 高田地区会員からの調停申立の件に関 し、調停成立について承認されました。� 

② 	 就業規則や給与体系の見直しに向けた社労士への依頼の件に閑し、その選定について、総財委員

会と築山専務理事にて進めることについて承認されました。� 

③ 	 保証協会奈良本部31年度予算について、下記の意見がありました。� 

-単年度赤字のマイナス予算となっているが、議えていく予算組みが基本であり 、繰越による蓄

えが難しいのであれば、� WEB研修の導入に向けた和立の項目を設けてはどうか。� 

-支出に占める人件費の割合が大きいことやパス広告代、役員研修旅行費用の見直しが必要でないか。� 

④ 	 会館建設の期限について質問があり、� 2030年頃を� j制限とし、建設するとの取扱いで積立を進めて

いるとの回答がありました。� 

⑤ 広報啓発委員会における各種事業の進捗について報告がありました。� 

⑤ 	 今後の予算作成のあり方について、従来より予算作成は、予算委員会のような部署を経ず、毎年

の慣例で各個別事業の予算を積み上げ、 作成 してきた経緯がある。今後は、予算作成のスケジュー

ルを考え、理事会の中で精査していく必要があるのでないかとの意見がありました。� 

⑦ 	 WEB研修に関 し、導入されている大阪宅建協会へ視察訪問した報告がありました。

以上� 

-4 -



|謹話瀧騎 1

平成30年度 事業実施状況について(1月""3月)

月 日 | 主な会議�  ~F 業等 

l 16 宅地建物取引士法定講習会� 

17 協会版ビジョン策定打合せ� 

相談業務委員研修会21 

24 大阪宅建WEB研修視察 
  

25 
 総財委員会
 

29 正副会長会 
  

2 1 1人材育成委員会� 

41広報啓発委員会� 

71桓原市違反広告物撤去活動

。� |協会版ビジョン策定打合せ� 

81新規宅建業者研修会� 

12 1平成30年度第6回理事会 ・幹事会� 

13 1宅地建物取引士法定講習会� 

14 1相談業務正副委員長会議� 

17 1 不動産消費者セミナー� 

18 1研修指導委員会� 

|研修指導委員会
 

22 1業務推進委員会
 

25 1研修指導委員会
 

26 1総財委員会


|協会版ビジョン策定打合せ 

3 1 広報啓発委員会1

41正副会長会

。� |全日本不動産協会奈良県本部との懇談会� 

81奈良市違反広告物撤去活動� 

14 県との懇談会
 

19 平成3011三度第7回理事会 ・幹事会 
  

20 宅地建物取引士法定講習会
 

24 やまと郡山城お城まつり
 

30 やまと郡山城お城まつり
 

31 やまと ~ill山城お城まつり


容

於奈良商工会議所参加者�  :84名

協会版ハ トマーク グループビジ ョンの策定について

暇抗担保責任と契約不適合責任について� 

WEB研修の取り組みについて

保証協会奈良本部平成31年度事業計画� (案� )・収支予算� (案� )について

平成30年度第6回型事会 ・幹事会提案事項について

平成30年度事業報告について

平成30年度事業報告について

違反広告物撤去

協会版ハトマークグループビジョンの策定について

於:奈良県宅建会館 参加者� : 29名

保証協会奈良本部平成� 31年間喋計画� (案)・収支予算� (案)について

於:奈良商工会議所参加者� 96名

平成30年度事業報告について

於� :なら100年会館 参加者� : 347~1 

平成30年度卒業報告について

口貸物件広告事前手作査

平成30年度事業報告について

賃貸物件広告実態調査

業協会平成31年度卒業計画� (案� )・収支予算� (案� )について

協会版ハ卜マークグループビジョンの策定について

協会ホームページの見直しについて

平成30年度第7団理事会 ・幹事会提案事項について

業界の現状について

述反広告物撤去

協会をとりまく諸問題について

業協会平成31年度事業計画� (案� )・収支予算� (案� )について

於:奈良商工会議所� 

~nf;料相談等 

1W，料相談等� 

?!l.f，料相談等� 

2019年(平成31年度)今後の事業予定については月~総会開催まで)

月 日 主な会議 ヰj. 業等 内 容� 

4 

5 

6 

7 

8 

17 

15 

23 

やまと郡山城お城まつり

やまと郡山城お城まつり

総f討委員会 ・監査会

宅地建物取引士法定講習会

宅地建物取引士法定講習会

定時総会

力!f;料相談等� 

?!!f，料相談等 

平成30年度決t~:報告、事業 ・ 会計段査等について 

於� :奈良商工会議所� 

於:奈良商工会議所� 

於・ホテル日航奈良� 

p
hd
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買主により不動産売買取引から排除された媒介業者の

媒介行為に基づく媒介報酬の請求が認容された事例

(東京地判 平28・8・10 ウエストロ一・ジャパン)� 

-)))))-m妙。))))-um→)))"'))))H))))-)))扮・妙，))>・.)))>>-)))>>ー.)))):ト.))))ト~))))陶.)))))同nn:ト，)))))・，)))衿→)))ト.)))))吟))))・，))):鎗..)))):ト.)))))・.))))>・.)))))・U)))・U)))・.)))))・》ぬ》トtm)・u m・，)))))・tm)・tm:ト.)))))陶.))))トt)))ト.))))ト.)))減。)))>・，))))，...:ぬ)>>-m>>-

宅建業者が、貿主との間で媒介契約を締結し、

媒介行為を行ったものの、買主が宅建業者を排除

して売主と直接に不動産売買をし、ï'i文f!~に条件成

就を妨げたと主張して、媒介契約に伴う� IYl示黙示

の報酬支払合意に基づき、媒介報酬相当額の支

払を求めた事案において、媒介契約は成立してい

るとしてf;¥ 東京地裁'j;Jとがほぼ認容された事例� (

平成28年� 8月10日判決一部認容 ウエストロー ・

ジャパン) 

1 事案の概要

平成25年4月22日、売主Aからマンション(以

下 「本物件Jという。)の売却を依頼された完主

側宅建業者Bは、本物件の'li'f報を指定流通機構に

登録した。

同年4月24日、宅建業者X (原告)の事務所を

訪れたw主y (被告)は、同年6月6日、� X案内

のもと 、本物件を� 2度にわたり 内見後、� X事務所

で、「私は、本物件を下記条件にてXの仲介で購

入のlド込みを致します。Jと記載した購入IP込担:

を、� Xに交付した0

・売l1価格 金3380万円(税込)

・契約締結日 平成25年� 6月13日

・残金日 平成25年� 7月末11


向日、� XはBに購入申込書をFAX送信し、翌


日、同申込書原本を� B宛持参した。


同月� 7日、インターネッ トで、本物件について� 

Bと直接に契約をすると手数料を裂しないことを� 

の事務所を訪れ、本物件についてXは、Yった� 11女

込書:に係る取引を解消するよう求めた。そこで、� 

Xは、同月� 8円、� Bに本物件の購入を取りやめる

旨の連絡をした。

同月� 9日、� Yは、� Bの事務所に行き、本物件の

購入を申し込んだ。

同年� 7月� 1日、� Yは、� Bの{III介によって、売口

契約を締結した。三日後、� Bは本物件に係る指定

流通機梢への登録を抹消した。

同年8月23日までに、� Yは、住宅ローンに係る

決裁手続を終え、残代金を支払い、本物件を購入

した。� 

YがXを排除して売主と本物件の売れをしたこ

とを知ったXは、購入申込也Jを作成した時点で、� 

X -Y 1111において本物件に係る媒介契約が成立し

ているとして、� Yに対し媒介報酬111万円余の支

払を求め、� Yを提訴した。

これに対しYは、� Xとの問で本物件に係る媒介

契約を締結したことはなく、その媒介報酬に|却す

る合意もしていないと主張した。� 

2 判決の要旨

裁判所は、次のように判示して、� XのYに対す

る請求はほぼ認容した。� 

① XとY問に媒介契約は成立しているか� 

Yは、平成25年� 4月24日頃、� Xの事務所を訪れ、

その後、X案内のもと本物件を内見し、改めて同

日午後に本物件を内見した後に購入申込告:を作成

し、交付している。また、Xは、� YからJ!梓入申込

むを受領し、 同日午後、� Bに同申込告:をFAX送

11'入Jt媒介手数料・を省略したい旨を申し述べて、� !j'l 3
 I]信後、翌日、同E込f笠原本を、� B宛持参 している。� 
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このような事実経緋に照らすと、� Yにおいてオd

物件を購入するな以は雌悶たるものであったと言

込古?"1に対し、遅くとも購入Xは、Yうべきで、� 

を作成した時点で、本物件購入の媒介行為を委託

し、Xもこれを受託したと認めるのが相当とい う

べきである。� 

3主主D
きである。� 

④ Yが媒介契約の成就を妨害したといえるか

本物件の完了{契約は、Xの媒介前動によって成

立すべき状態にあったということができ、また、

その後、� Yは、� Xの事務所を訪れ、� Xに本物件に

ついて媒介手数料を省略したい旨を申し述べてい

Yは、購入巾込Nの内容を十分に認識してお ..Jたことが認められる。以� のZjI -実に照らすと、� Y

ることができない。	 

I = 

らず、� Xのいうまま記載したに過ぎず、Xと媒介

契約を締結したことはないと主張するが、購入r!I

込件には� ixの111 J1介で購入の申込みを致します。� 

と記載され、そのl人l作が複雑困難なものではな

かったと認められ、例人で保険代理W!を'j;?んでい

るYが、購入巾込:占:の記載内容を主li1併せず、その

趣旨を誤解したとは到底認める ことはできない。� 

② 	 XとY聞に本物件に係る媒介報酬を支払う旨

の合意がされたか� 

Xは宅建業者であること、� YはXの事務所で購

入申込書を作成したこと 、同事務所にIt! ど通省"ょう

告・示の媒介報酬規定が掲示されていたことが認め

られ、Yが同申込むを作成時、� XとYに本物件に

係る媒介が成約した|時に一定額の報酬を支払う明

示黙示の合意があったとj拝するのが相当というべ

きである。

他方、同告示は報酬上限を明記しているにすぎ

ず、� XとYが上!納付のいかなる割合でイ?なしたの

かは明らかとはいえないため、X及びYが本物件

に附する媒介契約を締結する際に確定的な媒介報

酬の金額又は割合について合意 したものとは認め

③ Yが支払うべき相当な媒介報酬は幾らか� 

Xは、本物件の|川見及びAとの媒介手続きに従

事・したと認めることができる上、Yは、� X媒介に

より本物件を購入した場合、3%程度の報酬を要

することを経験的に認識していたと認められるほ

か、� Yは、購入巾込作記載の金額と同級で購入し

たことが認められる。� 

Yの購入代金、� Lt!土交通省告示による Xの取得

し伴る報酬額をもとに、� Xが行った中務の|人l谷、� 

Yの認識等を総合勘案すると 、Xの媒介報酬はうE 

n代金の� 3%程度である� 100万円が相当という べ� 

は、� Xに対する媒介報酬の支払を免れるべく、� X

の媒介による売買契約の成立を故意に妨げたとい

うべきである。

以上から、� Xの請求は100万円の限度で理由が

あるから、これを認容する。� 

3 まとめ

本件放判所は、媒介業者の媒介報酬請求の可否

について、①媒介契約の成立、� ②媒介報酬支払の

合f1~及び令f!:額 、 ③支払うべき報酬額、 ④媒介契

約成就への妨害の4点のポイントについて判断し

ており、災務上参考になるものと思われる。

しかしながら、宅建業法第34条の� 2(媒介契約)

においては、本件のようなトラプルを回避する観

点から、媒介契約を締結 した時は、遅滞なく、媒

介契約刊:の]1 )(り交わしを行うことを媒介業者に義

務付けている。

本件においても 、XがYより購入申込告:を交付

された際、� Xが媒介契約の内存を説明した上で、

媒介契約111:を]1 )(り交わしていれば、不動産売口取

引に疎い例人買主が、いわゆる抜き行為を行うこ

とは111 1避されたのではとも思われることから、媒

介契約を締結した際には、媒介契約書の取り交わ

しを忘れないよう留意が必要と言える。� 

(一財)不動産適正取引推進機構� RETIO 

No. 号より抜粋108


[推進機構HP] 


http:// . ../
wwwretioorjp

(その他多数の判例が紹介されています。) 
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i人倍i


現在、不動産については、 「所有から利用へ』 といわれるように、賃貸借が益々注目されています。

しかし、居住用住宅賃貸借(伯:家)契約においては、

ト① 契約締結時のl干l込金(u初、り金)� …詳しくは� 1 0ページをご覧下さい。

十� ② 更新のあっせんに伴 う手数料(更新料)� 

l③ 明渡し時の敷金の精算

をめぐる� 3大 トラブノレをはじめ、多種多様な紛争が発生しています。

一方、賃貸住宅の取引に� |探しては、 外国人や障がい者、高齢者、女性の人権など様々な人権問題

が発生する可能性があります。

すべての人の人権が部重される“まち"をわたしたちみんなの力で築くよう次のケースを参考に

考えてみま しょう。

外 国語二五百五五日二� iZ五百二五� ;-
ある日 、頼んで・いた不動産業者から電話がありました。

「いし、物件が出ました。家主さんも来ていますので、今から一緒に部屋を見に行きませんか。� Ji 
彼は期待と不安を持ちながらすぐ出かけま した� ! 

事務所で愛想よく出迎えた家主は、彼が外国人と分かったとたん態度を変え、言いにくそう� ;

に言ったのです。

「あの部屋は先ほど決まりました。」
国籍や生活習慣が違うということを、気にする風潮.があるのではないでし ょうか。お互い 


に違いを認め、理解 し合えるようにしたいものです� a
 

e~軍~:I百四@ 
(外国人や父子・母子家庭であること理由に断られた場合� )

食家主(大家さん)から宅建業者への相談

以前に外国人、父子 ・母子家庭の人にアパートを貸したらト ラブソレがあったから 生
活習慣や文化が違 う人に貸したくないのですが何か良い方法はないですか?

カ某外国人(借主� )の意見

夫が外国人ということで入居を断られました。最初は 「外国人にはハンコがなし、からJ
などと、口 ごもってましたが、「ハンコはある� Jと言う と、とうとう「外国人なので� Jと
本音を言いました。 日本人でないという理由だけで断ることにショックを受けました。� 
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(宅建業者の皆様・家主さん(大家さん)へ� )

このようなことを理由にして、入居を断るのは差別です。過去に トラブノレがあったとか、
他の人から聞いたからと いうこ とで、入居を|折るのは、正 しいこと ではありません。

また、生活習慣や文化の泣いも理解しあう ようにしま しょう。� 

Q
U
 



|人倍 |

，~'~'~'~'~'~'~'~'~'ー，_，ー，~，~，ー，....，..."，."，~，~，.."，..."，..".."，...".....，..".....，..，，，_，，，...，，，ー'ー，~，.." 司、 

i ム権に醒慮した賃貸住宅⑩仲合業務� ; 


i 賃貸住宅の入居に関して、外国人であるから 、あるいは高齢者、� i 
!障がし1者等である こと を理由として契約の履行に直接関係、のない事� ! 

!柄で入居を拒否するのは、差別につながります。� ! 
i このような入居差別は家主だけの問題で、しょうか、 仲介を行う宅� i 
i地建物取引業者の皆さんの業務の中に差別を助長するものはないで� t 
! しょうか、 また、逆に入居差別をなくす手掛かりはないでしょうか。� 

(1)入居申込書の本籍・国籍欄の廃止� ! 
今だに、入居申込書に本籍 ・国籍を記入する よ う求めてはおられ� i

ませんか。
本籍・国籍は入居とは関係がありません。本籍から同和地区出� ! 

身者かどうかを調査することや、外国人であることを理由に入居� ; 

を断ることは重大な人権侵害です。� i
本籍 ・国籍の記入を求める ことは、差別につながる行為ですので� !

やめましょう 。� 

( 2 )家主さんへの啓発 : 
仲介業務を行う宅地建物取引業者の皆さんが、 自己の業務を点検� i

し、人権に配慮した書式等に変えるだけでは入居差別はなくなりま� ! 
せん。� ! 

入居申込者に対 して、 外国人や高齢者、障がい者等であることな� i
ど本人の責任ではないことを理由として入居を拒否することは差別� i 
につながります。このことを家主さんに啓発できるのは、家主さん� !

から信頼され、仲介の依頼を受けている宅地建物取引業者の皆さん� !

です。� i 
宅地建物取引業に従事する皆さんに今最も 求められていること� i 

は、常に高い人権意識を持ち、信義を旨とし、誠実に業務を行うと� ! 
ともに、家主に対 して、差別につながる行為については改めるよう� ! 

働きかける ことです。 ，
仲介の依頼を受ける場合には、入居条件や提出書類について差別� h

につながるものがないかについて充分に注意を払うとともに、今ま� ! 
で何気なく求めているものであっても、それが差別につながるもの� ;
であれば、家主さんに説明して働きかけながら改善を図ってくださ� i 

、.......，..."..".._.."...".....，ー，-，ー，_，ー，ー'ー"...，....，.-，ー'ー，-，，，_"ー，四'ー，...".....".-.，..".，.."ー，..."...，，，-，....，..，...，， -'
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i翻謬誌@¥
 閣誕諒@I
賃貸信における『預かり金jのトラフルについて
一般の方から「住居の賃貸借契約の iド込みを撤回したが、申込時に預けたお金を返してもらえないJ

との相談を奈良県によくいただきます。

~預かり金の返還~
建物賃貸借契約において、借受け予定者が、 1=.t主または媒介業者に対し、借受ける優先)11買位を確保

するために預けた金員は「預かり金」のほか、「昨l込金Ji証拠金Ji予約金Ji交渉預かり金Ji内金J

「頭金」など、 いかなる名称であっても、実質は契約申込金です。

契約申込金の授受後に最終的に nt1借契約が締結されなかった場合は、 1~~1'受け予定者は優先順位を

確保しておく必要がなくなり、貸主または媒介業者も当該物件を自由に他の人に紹介し賃貸できるた

め、契約申込金は借受け予定者に返還されなければなりません。

しかし、貸主や媒介業者が、一旦受領した「預かり金j等 (契約申込金)を「既に契約が成立して

おり返送不可J i性質が手付金のため没収J等として返還せず、 トラブJレになることがあります。

~契約したのか、していないのか、それが問題だ~

こうした トラブルの多くは、 契約が既に成立したのか、あるいはま だ成立していないのかに関し、

貸主(または媒介業者)と借受け予定者との問の認識の相違によるものです。「預かり金」等は、契

約が成立したl時に手付金としての取扱に変わる例がありますが、借受け予定者に対し、契約が成立す

る見込みはいつになるのか、またどの時点で「預かり金」等が手付金に変わるのかの事・前の説明不足

によるトラブルと考えられます。 

11:11借契約は、書面ではなく口頭でも成立することもありますが、その場合は特に契約の成否や成


立時期等があいまいになる恐れがあります。媒介業者は、契約を締結した際は、 11料の額等を記載し


た松:面(通常は賃貸借契約書)を契約当事者に交付することが義務づけられ (宅地建物取引業法第37


条第 2項)、また契約に先立つて重要事項説明書の交付と説明が義務づけられています (同法第35条


第 1項)。賃貸借契約書を交付しないまま手付金だけを授受することは、取引上不自然で、何よりト


ラブルの要因にもなりかねません。


賃貸借契約書の交付の有無は契約の成否を根拠づける重要な事実となりますので、手付金の授受につ

いては、売買はもちろん賃貸借の場合も、契約四:の交付後に行うようにし、 トラブル防止に努めていた

だきますようお願いします。

宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者等が預り金の返還を拒むことが禁止され (同法第47条第 3


唄のぞ?令事項 (同法施行規則第16条の12第2サ))、違反した場合は業務停止処分の対象になります。また、


重要事項説明書の交付・説明がないまま賃貸借契約をした場合も、媒介業者は業務停止処分の対象


となります。

また、 これらの処分は公表されますので、会社の信用が著しく失墜することになりかねません。

十分ご注意ください。

奈良県県土マネジメント部 まちづくり推進局建築安全推進謀総務宅建係  

TEL: 0742-27-7563.7568 ホームページ、http://www.pref.nara.jp/3741.htm 
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⑧⑮⑧曾� 
2019年度宅地建物取引士法定講習会のお知らせ� 

2019年度の宅地建物取引士法定講習会を下記のとおり 実施いたします。

<日程表>

一3ζb一qト 日 締切�  lヨ 正ヨミ』 場� 

2019年4月17日� (水) 3月29日� (金) 

奈良商工会議所� 

5階 大 ホ ー ル �  

2019年 5月15日� (水)� 4月19日� (金) 

2019年 6月19日� (水)� 5月31日� (金)� 

2019年 7月17 EI (水)� 6月28日� (金)� 

2019年8月7日� (水)� 7月19日� (金) 

2019年9月11日� (水) 8月23日(金)

2019年10月9日� (水) 9月20円� (金) 

2019年11月13日� (水)� 10月18日� (金)� 

2019年12月11日(水)� 11月22日(金)� 

2020年� 1月15日� (水)� 12月13 (11: 金)� 

2020年2月12日� (水)� l月24日� (金) 

2020年3月18日� (水) 2月28日� (金) 

※2020年� 1月・� 2月・� 3月の開催分は、予定です。

①受講するには事前申込みが必要です。

受講対象者には、協会から直接本人宛に受講日時を通知するとともに、受講申込書等をご送付いた します。

なお、お申込みは先着順とし、定員になり次第、締切とさせていただきます。� 

② 住所 ・氏名及び勤務先等に変更があった場合は府出が必要です。

至急、変更屈を奈良県県土マネジメント部建築安全批進謀総務宅建係へ提出して下さい。 この手続

きをされていませんと法定講習会の通知が届かず、取引士の有効期限が切れてしまう場合があります

のでご注窓ください。

くお問い合わせ> 事務局� TEL 0742 -61-4528 

*奈良県宅建協会ホームページにもご案内を掲載しております。

アドレス� https://nara-takken.or.jp/manager/course 

平成30年度 I不動産コンサルティング技能試験j合格発表について

平成30年11月11日� (日)に実施されました平成30年度不動産コンサルテイング技能試験の合格発表が、

去る平成31年� l月11日� (金)に行なわれました。

概要については、以下のとおりです。� 

1 試験実施日 平成30年11月11日� (日)

全国12会場(札幌、仙台、東京、

横浜、静岡、金沢、名古屋、大阪、

広島、高松、福岡、れ11純) 

2 :受験者数�  1.393名� 

3 :合格者数�  589名(合格率42.3%) 

4 :合格基準 択一試験と記述式試験の合計� 

200点満点中、110点以上の方を

合格者とした。� 

5:試験地別人数構成

試験地

札幌�  

仙 台� 

東 京 �  

横 浜 �  

静岡�  

金 沢 �  

名古屋� 

大 阪 �  

広 島� 

I1l・・: 71j f.士ム� 

楕 問� 

1111 創立� 

合 計 �  

受験者数

26 
30 
633 
140 

28 
11 

88 
233 
21 
32 
127 
24 

合格者数 合格率

2 7.7% 
50.0%15 
45.0%285 

55 39.3% 
28.6%8 
27.3%3 

31 35.2% I 
100 42.9% 
8 38.1% 

40.6%13 
51.2%65 

4 16.7% 

1，393 I 42.3% 

司
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全宅連安心R住宅事業スター卜

安心 R住宅制度とは?

国土交通省は既存住宅の流通促進を図る n (10で「安心 R住宅制度J (特定既存住宅情報提供事業者団

体登録制度)を打ち出しました。

イメーj「汚いがある、 ②J度は、既存住宅が新築住宅に比べ、①品質的に「不安J1111住宅Rこの安心

ジがある、 ①物件に関する情報が不十分で「わからないJといったイメージがあることから、それを払

拭するため、より安全で‘安心な既存住宅の流通が促進される よう国土交通省がスタ ート したmlJ度で、国

土交通省に登録した卒業者団体が、 一定の~，~準を満たした既存住宅に対して、販売時の広告に安心 R住

宅の様車(ロゴマーク )を使用することを許諾するものです。

安心 R住宅とは?

耐伝性があり、インスペクション (建物状況調査等)が行われた住宅であって、リフォーム等につい

て情報提供が行われる既存住宅をいいます。H体的には、以下の要件を満たすものです。 

[l j I4耐震性等の基礎的な品質を錨えている。 

[ 2 jリフォ ームを実雄請み又はリフォーム提案が付いている。 

[ 3 j点検記録等の保管状況について続報提供が行われる。

全宅連安心 R住宅事業とは?

全宅迎は、既存住宅の流通活性への取り五Ilみとして、国土交通省告示による「特定既存住宅情報提供

事業者団体登録制度 (安心  R住宅1111 J皮) Jに事業者団体として登録いたしました。

これにより、一定のJレールの下で、傘下の都道府県宅地建物取引業協会 (宅建協会)の会μが販売時

の広告に安心 R住宅の標章 (安心 R住宅のロゴマーク )の使用することに許諾されるようになりました。

なお、当面の[11]、 対象となる住宅については、口取再販による物件 (会員宅建業者が既存住宅を買い

取り、リフォームを行い、売り主として消資者に販売する既存住宅)に限定して運用します。

安心 R住宅のロゴマークを使うには?

安心 R住宅の *~'.~ î戸 ( ロゴマーク ) 使用を希望される会員 (本庖…特定構成員、 支f占 …準特定梢成員と

定義されます)は、協会事務局窓口でqJ ~j 'I手続きを行い、 協会事務局から各種書類を全宅述に送付し、二 

全宅述が使用を許諾する構成となっております。

内
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*特定構成員 ・準特定構成員の登録に必要となる条件

O(公社) 奈良県宅地建物取引業協会に所属する宅建業者で、 全宅保証の社 L~権を有すること 。 

0特定構成員・準特定構成員の登録を抹消されたことがある者は、抹消後5年を経過していること。� 

O買取再販事業に限定してロコeマークを使用するものであること。� 

0特定住宅暇抗担保武任の履行の確保等に関する法律� (住宅暇庇担保!夜行法)第17条第� 1項に基づ

き指定された住宅専門の保険会主tの既存住宅売買 JI~抗保険事業者としてな録していること 。 

0全宅述が定める安心R住宅卒業に係る研修を受講した「全宅連安心R住宅事業責任者」をil訂正l

名設世すること。� 

*全宅連安心R住宅の標章を使用までのおおまかな流れ� 

1.登録のための事前準備
 

-住宅JI刻庇担保安任保険法人の事業者登録
 

.全宅連安心R住宅事業卒業者の選任
 

-全宅連安心R住宅事業責任者による研修用動画の受講 
  

2.登録申請書類の提出 ・手数料振込� 12，000円(税別)� / 1年間� 

3 .全宅連への登録完了� 

4. 標章(全宅連安心R住宅口ゴマーク)の使用の許諾� 

5. 安心R住宅調査報告書の作成し、宅建協会事務局へ提出

※際竿を使用する物件ごとに必要� 

6 .標章の販売広告に使用~販売活動

広告掲載ルールを厳守していただくとともに、住宅購入者に対し安全R住宅調査報告件を交

付する。� 

*全宅連安心R住宅の制度概要を開設した動画配信について

全宅連では、全宅連R住宅について、今般さらなる持及促進及び一般消資者の理解を深めること

を目的に、 全定述R住宅の制度の概要や特徴、メ リット与を開設 した動画配信を配信 していますの

で、おま11らせします。


全宅連安心R住宅専用ホームページ
 

https://www.zentaku.or.jp/anshin-r/ 

円ペ--E& u
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⑧⑮⑧き砂
金宅連ホームページ会員認証システム導入に伴う� 

ID・パスワードの登録手続きについて
全宅連ホームページでは、会員認証システムを導入しており 、会員皆様におかれましては、全宅連ホー

ムページより契約合 ・重要事項説明書等の各種書式をダウンロード等の操作を行うにあたって、あらか

じめ会員個別の� 1Dとパスワードを発行する必要があります。

-各契約書式のダウンロード� 'WEB研修の視聴 ・出版物のご案内

・法令改正情報の掲載 ・全宅連R住宅関係

上記の他にも多数のコンテンツがあります。ぜひご活用下さい。

査録手続きは、下記のホームページへアクセスして下さい� 

https://www.zentaku.or.jp/m ember/mypage/ 

~ 公…入 構 公益社団法人

会園宅泊・翁限引銭信金運倉会也ヲ金園宅地・4・取引.保医箇会

虚血:=;a辺自

宅建留金Fつ全宅BW;耳慣量得在荷する車111.豆諸府軍曹でEます� .

平威ヨ向指月13日より10'パスワード聖全員広a.1iIIIごとに発行しております.
省知S 1t 

モfU:(扇CDJDIO-ワーl'tI平信:JO年81168臥島使用官官怠河，~U;ります.

まだ斬し凶D'I(スワー問活鱈ぢで怠~ 11;t;ø陶睡董鰻より量錫手緩きを行って〈だ芭も L 

10・パスワードをお待ちの方

10 


Itスワード
ロパスワード畳表示する� 

! mン� I 
ID. J(立つードJ.Ii')f'ヨ"テ泡告

ここから新規登録

一� 14 -
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近畿レインズIP型システム利用料のお支払に関するご注意

事務所移転や商号変更、免許替え、所属協会の変更等により、「払込票の宛先」や「振替口座番号」、「レ

インズ会員番号Jが変わる場合は、以下の手続きを必ず、行ってく ださい。

{事務所移転、商号変更の場合] 
1.請求先情報をご確認ください

近畿レインズ 1P型システムにログイ ン後、メインメニューの 「ユーザー設定」を聞いて、ペー

ジ下部の「請求先情報」をご確認下さい。

※「請求先m報Jが空欄の場合は、会員登録されている「商号Jおよび「事務所所在地」が請求先

となります。

※口座振替をご利用の場合は、ユーザー設定にある「口座振替通知設定 Jも併せてご確言思いたた・き、

必要に応じてメールアドレス等を変更して下さい。 

2.請求先情報に変更がある場合は…

下記の流通機構ホームページで提供されている申込株式 (pD F)を用いて、手続きをして下さい。 

http://www.member.kinkireins.or.jp/IP_system /payoffl 

[免許替え、所属協会の変更等により、レインズ会員番号が変わる場合] 
1 .変更前のお支払方法(口座振替)は引き継がれません

レインズ会員番号の変更前に「口座振替」でお支払いいただいていた場合、変更後のお支払方法は、

「コンビニエンスス トアの払込票Jになります。引き続き 「口座振替Jをご希望の場合は、レイン

ズ会只番号の変更後に改めて口座振替依頼刊:を提出して頂く必要があります。

上記のご確認をいただけないと 、払込架の不透等によりお支払が滞る可能性があります 

ので、ご注fj:下さいますようお願い致します。

人権問題にかかわる不適切文言の入力について

近畿レインズにおいて、備考欄に人権尊重の観点、から一部不適切な文言の入力があります。

会員の皆様におかれましては、研修等を通じて啓発に努められていると思いますが、備考や図面に人

権問題にかかわる不適切文言を入力しないようにお願いします。

万が一不適切文言を入力している場合は早急に削除して下さい。なお、削除されない場合は行政等か

ら個別に指導が行われます。

不動産業は、住生活の向上等に寄与するという重要な社会的支務を担っており 、人椛問題の早期解決

は国民的課題でもある ことから、同和地区、主tl:l外国人、|むがい者、高齢者等をめぐる人権問題に対す

る意識向上を図るため、不動産業界としても不断の努力が求められるとともに、社会的立務を自覚し、

人権問題の啓発と人椛意識の高揚に努め、備考欄に不適切文言を入力しないよう 、徹底して下さい。

また、予断と偏見に基づいた問い合わせを受けた場合も、人柏;を部重する視点から毅然とした対応をし、

取引附係者に対しでも和極的に啓発に努めてください。 
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川短命� | 

会員の入退会状況について� 
{新規入会者一覧� ] [退会者一覧� }

(平成30年11月21日~ 平成31年 3月13日) (平成30年11月21日 ~平成31年 3月13日)

齢� |lA


区分

正� 

地区 商 τEコ王

t1ilやまたけ不動産

ヤマト住建制奈良営業所� 

代表者氏名

小林祥子

j:i~ 直一

免Wr件4j-|

女11司f{L)4316

大|立(4)5946

害
Ht 
正

正� 

奈 良

生駒�  

西前�  

~~11 111 

開Itn*、7トFCjR奈良駅前自

開ヤマダホームズ奈良支社

ING-home 
抗貸ネット生駒庖(閥

(附エク シード

柑7ピリティホーム極原宮

l丸市不動産

森 ~::J 管史

安達哲也

稲治 宗佑

藤田 祐 紀

北川雅史

吉田俊子

竹村昭司

大臣(3)7469

大臣(1司382

知l司j:(1)4318 
大臣(3)7469

知l司f{1)4325 

知l司刊1)4327

知l司T{1)4249 

ニ和エステート鮒 中谷成樹 知司副)4328
祖原

高7Fr'1ニfY- i;号自A7とら 津田 将門 知I ~JT{ I )4 161

踊Itlt~1 ト FC大和八本店 東 昌幸 大臣(3)7469

正� 京武建設(鮒 武蔵 弘 知事(1)4324 
正

ZJj且l
開不動産情報提供サービス 相|岡弘訓 知事(l)4323 

区分 地区 商 寸Eコ 代表者氏名 免許番号

正 奈良 みつわ商事 長ITI 林 知劫i~lO)l868

正

正

西奈良

生 駒

川口不動産� 

(槻ZEROHOME

JII rl 5じ治

同型f~切に自R

知事(13)709

知司司1)4182

正 西平日 開ウエダハウジング 上田和之 知割7)2706 

正 天理 男子ハウジング ギi5じ 稽 知司T{9)l959 

i.\~ 植原�  SOUSEH隙橿原支社 約肝� -22 大臣(1)8909

正 束武建設� ñX~長 日ム 知事(1凶297 

IT日田
香芝建設 l-r・・:J・1タ-Cti 院 知事(lU1337

奈良地区、恒例新年会を開催 !liF奈良地尾新たな気持ちで!!� 

1月22日東大寺に近い今小路町にある日本料理 ・• 去る� 1月8日に近鉄奈良駅ピル内の「百楽Jに

天平似楽部にて25名の会員が集まり新年会をlH:おいて、新年会を開催しました。j
f佳しました。� : 

天平倶楽部は35年の短い生涯を駆け抜けた正 1~{jJ ! 松場地区長の挨拶から始まり 、40名の参加者の

子規が、IYJ治28年奈良に立ち寄った屈指の老舗旅ゐ 皆様と高級中華料-理をl床わいながら、不動産情報

館「劉山桜� (たいざんろう� )Jの跡地です。当時:の交換や会員同士近況報告等充実した時間を共有

から現存すると思われる柿の古木を中心に子却が: しました。
好んで詠んだ草花を植え、東大寺大仏殿と若r;~iJj ! 

本年は平成最後の年、新年号始まりの年でもあ
を佑二以とする庭園があることで有名です。そのよー

うな歴史あるおj苫で美味しい料型と楽しい会話を� :
り、 気持ちを新たに商売に励もうと されている会

楽しみ、平成最後の年をすばらしい一年になるこ� : 員の情熱が伝わり 、親睦もよ り深まったと思える

とを普い合い新年会を終えました。� . 集いになりま した。� 

• 


•
• 
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西和地区‘研修旅行を実施日

去る平成3 1年� 1月2 9日. 30日の二日11日の日程で、
地区旅行を実施し、愛知県南知多半品方南へ行っ
て参りました。
初日は愛知県名古屋市にある名古屋城へ。2日

目は南知多半島の中部国際空港セン トレアから、
名古屋市リニア ・鉄道館を訪れました。

日常業務では、なかなか会えない会員の方、忙
しさの中� “要件"だけを伝えて終わる会員の方も
います。今回の旅の移動手段は貸切パス。車中は
参加者のコミュニケーションの場となり、自分だ
けでは気づけなかった仕事の方向性や注意点、業
績の向上に繋がるヒン トなどが発見できました。

: G橿原地色 懇親新年会を開催� 

: 去る� 1月2 9日、近鉄百貨庖桓原庖の 「きらり� J

:にて懇親新年会を1m1m致しました。お集い中、例� 

• 
:年より多い2 6名の会員が参加して頂きました。� 

•・各自の自己紹介から始まり 仕事の情報交換など• 
:終始、和やかな雰囲気で粧原地区の会員同士親睦� -:をより一層深めました。今後の行事にも多くの参� 

-を願っています。:1jll
会員間で一定時間共有し、次の事業に繋がる可能.
性を見出せる旅となりました。� . 

F円踊~~・.，_..， . 

• 


•
• 


高田地区h 新年祝賀交歓会を開催

去る� 1月1 7日(木)大和高田市の 「さざんかホー

ルjにて、� 37名の参加を頂き高仕i地区賀詞交換会

を開催致しました。

講演では、当協会の三谷講師より不rrvJ産流通に

ついて説明があり、ハ トサポ� (ハトマークサポー

トサイト)が会員にとって心強い支援サイ トであ

ることを改めて認識して頂きました。

その後の懇親会では、和やかな雰囲気の中会員

相互の親睦も深まり無事に終了しました。

，も体もリフレッシユ!!
b
去る� 2月6EI(水)雨が|峰るなかパスは、参加

者22名を乗せ一路白浜へ。

十い、ホテル到着!時には、雨11みなさんの願いも� 

もあがり 雲聞から日差しも こぼれてきました。温

泉では雄大な太平洋を望みながら日頃の疲れを癒

され、宴会では海の幸いっぱいの会席に舌づっみ

をうちながら、親|陸を深められました。

とれとれ市場では両手いっぱいにお土産を買

い、1 11中では来年の旅行は、兵庫か滋賀方面がい

いと話しは盛り 上がり参加できるように元気が一

番!と 、笑顔が絶えない一日でした。
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して下さい。

なお、未納会費がある場合は分担金から控除されます。

第5条より抜粋

5(.戻 しに係る公告科 (独立行政法人国立印刷局官11条に基づき、前項の弁済業務保証金14定款第2 

報公告掲載料金)は、当該会員が負担するものとする。� 

Z ..

廃業されましたら、協会の退会手続きもお忘れなく会 大� 
υ Jl廃業する場合、免許権者(匡� 土交通大臣 ・崇良県知事)に届出た 「廃業等届出者� (必ず、免許権 》

者の受付印があるもの� のコピーと退会周を協会へ提出して下さい。ご提出頂いた古:類をもとに弁)J

済業務保証金分担金の返選手続きを開始致しますので、速やかにご提出頂きますようお願い致します。

なお、宅建業免許失効の際は、免許椛者からの「免許失効通知」のコピーと退会周を協会へ提出

退会時の分担金返還について
返巡・される金額は、 本庖60万円 (但し、官報公告 及び事務手続費用20 000円が差し引かれま~q .

30 10.000す。)、支庖については事務所毎に� 万円� (但し、事務手続費用� 円が差し引かれます)です。

10 6返還までの期間は、県の廃業届受付より約� ヶ月� (官報公告期間� ヶ月を含む)秘かかります。

ご不明な点等につきま しては、協会事務局までお問合せ下さい。

5参考)(公社)全国宅地建物取引業保証協会定款 入会金・会費等に関する規則第� 条より抜粋〈

(退会等事務手続費用及び弁済業務保証金分担金の返還等)

本会は、会員の退会等又は事務所の一部廃止により、当該会員が納付した弁済業務保証金分担金を

64 11 l返越するため、宅地建物取引業法第� 条の� 第� 項の規定に基づき、東京法務局より弁済業務保証金

4の取戻し及び同条第� 項に基づき、その取戻しのための官報公告を しなければならない。� 

ii 143 Ii条の退会者等又は事務所を一昔廃止した会員は、定款第� 条に基づき、退会等事務手続費用

(1

(2

庁D4 64 11 2 3本会は、宅地建物取引業法第� 条の� 第� 項及び第� 項の規定に基づいて当該会員の弁済業務~ 

IS

を次のとおり 負担するものとする。
 

) 主たる事務所につき� 20.000円
 

) 従たる事務所� 1ヶ所につき� 10.000円
 

保証金分担金を返還するときは、問分担金より第� 2項の公告料、第4条の会費及び前項各号の退 学
会等事務手続費用を差しヲ!いて返逃する。

・� 6会トー℃持'*� 
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診".*64・."+.1#そ勾'+:++. " ~ 4'#4惨 
• 

019年産会費納入のお闘しV.lfD廊県‘， 1 竺....."異 Z諒毛布悶J、� ~腎 
•... 2019!t1三度の会費納入のご案内は、� 4月中旬以降にお送りさせていただきます。会裂の抗1-"，基準は、 」ι
弓P!I]:(.F)立4月� 1日現在、本会在籍の正会只並びに準会貝に対し賦謀されるとともに、専任取引士又は� -.-

6 営業l臓の従業者の人数に応じて鉱山した規模別金額を加えた金額となります。 11
一・なお、 会主~納入は 6 月 末日までに一括納付 して下さいますよう、お願いします。
司宮(公社)奈良県宅地建物取引業協会* 基本額…36.000円 規模別� (専任・ 営業)� 1名につき…9.600円 *(公社)全国宅地建物取引業保証協会

ー長 年会費� 6.000円 事き
* 

ぶ・

ー 定款はホームページで確認することができます。� 

3
PF 奈良宅建デイ川スク何ロト一ジ内ヤ← h巾ttt一� 仕附� 

，.， 

.島.全宅{情保5
呆:証デイスクロ一ジ‘ヤ一� h叫ttt
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